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住居表示の実施による町名変更に伴う関係条例の整備に関する条例 

〇 熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和３９年条例第４８号）                                                               （第１条関係） 
改正後（案） 現行 備考 

（消防署の位置、名称及び管轄区域） （消防署の位置、名称及び管轄区域）  

第４条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。 第４条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）  

名称 位置 管轄区域 

熊本市中央

消防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市東消

防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市西消

防署 

熊本市中央区米屋町

１丁目１２番地１ 

中央区 板屋町、魚屋町１丁目、魚屋町２丁目、魚屋町３丁

目、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、辛島町、川端町、河原

町、慶徳堀町、紺屋阿弥陀寺町、紺屋今町、紺屋町１

丁目、紺屋町２丁目、紺屋町３丁目、小沢町、古城

町、琴平本町の一部、呉服町１丁目、呉服町２丁目、

呉服町３丁目、米屋町１丁目、米屋町２丁目、米屋町

３丁目、細工町１丁目、細工町２丁目、細工町３丁

目、細工町４丁目、細工町５丁目、桜町、島崎１丁 

目     、十禅寺１丁目、十禅寺４丁目、新町

１丁目、新町２丁目、新町３丁目、新町４丁目、船場

町下１丁目、船場町２丁目、船場町３丁目、段山本

町、通町、中唐人町、西阿弥陀寺町、西唐人町、二の

丸の一部、東阿弥陀寺町、古桶屋町、古川町、古京町

の一部、古大工町、平成１丁目、平成２丁目、平成３

丁目の一部、本荘町、本荘５丁目の一部、松原町、宮

内、迎町１丁目、迎町２丁目の一部、本山町、本山１

丁目、本山２丁目、本山３丁目、本山４丁目、山崎

町、横紺屋町、横手１丁目、横手２丁目、横手３丁

目、世安町、世安１丁目、世安２丁目、世安３丁

目、万町１丁目、万町２丁目、練兵町 

西区 〔略〕 

熊本市南消

防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市北消

防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市益城

西原消防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
 

名称 位置 管轄区域 

熊本市中央

消防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市東消

防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市西消

防署 

熊本市中央区米屋町

１丁目１２番地１ 

中央区 板屋町、魚屋町１丁目、魚屋町２丁目、魚屋町３丁

目、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、辛島町、川端町、河原

町、慶徳堀町、紺屋阿弥陀寺町、紺屋今町、紺屋町１

丁目、紺屋町２丁目、紺屋町３丁目、小沢町、古城

町、琴平本町の一部、呉服町１丁目、呉服町２丁目、

呉服町３丁目、米屋町１丁目、米屋町２丁目、米屋町

３丁目、細工町１丁目、細工町２丁目、細工町３丁

目、細工町４丁目、細工町５丁目、桜町、島崎１丁

目、十禅寺町、十禅寺１丁目      、新町  

１丁目、新町２丁目、新町３丁目、新町４丁目、船場

町下１丁目、船場町２丁目、船場町３丁目、段山本

町、通町、中唐人町、西阿弥陀寺町、西唐人町、二の

丸の一部、東阿弥陀寺町、古桶屋町、古川町、古京町

の一部、古大工町、平成１丁目、平成２丁目、平成３

丁目の一部、本荘町、本荘５丁目の一部、松原町、宮

内、迎町１丁目、迎町２丁目の一部、本山町、本山１

丁目、本山２丁目、本山３丁目、本山４丁目、山崎

町、横紺屋町、横手１丁目、横手２丁目、横手３丁

目、世安町                  

 、万町１丁目、万町２丁目、練兵町 

西区 〔略〕 

熊本市南消

防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市北消

防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

熊本市益城

西原消防署 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 住居表示の実施に伴い、市の区域

内の町の区域を新たに画したことに

伴う改正 
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〇 熊本市区の設置等に関する条例（平成２３年条例第６１号）新旧対照表                                                                  （第２条関係） 

改正後（案） 現行 備考 

（区の設置） （区の設置）  

第２条 本市の区域を分けて、次の区を設ける。 第２条 本市の区域を分けて、次の区を設ける。  

中央区 中央区  

東区 東区  

西区 西区  

南区 南区  

北区 北区  

２ 前項の区の区域は、別表のとおりとする。 ２ 前項の区の区域は、別表のとおりとする。  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

区名 区域 

中央区 安政町、井川淵町、出水１丁目、出水２丁目、出水３丁目、出水４丁目（東区の区域を

除く。）、出水５丁目、出水６丁目、出水７丁目、出水８丁目、板屋町、魚屋町１丁

目、魚屋町２丁目、魚屋町３丁目、内坪井町、江津２丁目（９番１から９番３まで、２

６２番１から２６４番１９まで、２６４番２１から２６７番７まで、５２１番から５３

４番まで及び５３６番から５３９番までに限る。）、大江本町、大江１丁目、大江２丁

目、大江３丁目、大江４丁目、大江５丁目、大江６丁目、岡田町、帯山１丁目、帯山２

丁目、帯山３丁目、帯山４丁目（東区の区域を除く。）、帯山５丁目、帯山６丁目、帯

山７丁目、帯山８丁目、帯山９丁目、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、上京塚町、上水前寺１丁

目、上水前寺２丁目、上通町、上林町、辛島町、川端町、河原町、北千反畑町、京町本

丁（西区の区域を除く。）、京町１丁目、京町２丁目、草葉町、九品寺１丁目、九品寺

２丁目、九品寺３丁目、九品寺４丁目、九品寺５丁目、九品寺６丁目、黒髪１丁目、黒

髪２丁目、黒髪３丁目、黒髪４丁目、黒髪５丁目、黒髪６丁目、黒髪７丁目（北区の区

域を除く。）、黒髪８丁目、神水本町（東区の区域を除く。）、神水１丁目、神水２丁

目、慶徳堀町、紺屋阿弥陀寺町、紺屋今町、紺屋町１丁目、紺屋町２丁目、紺屋町３丁

目、子飼本町、国府本町、国府１丁目、国府２丁目、国府３丁目、国府４丁目、小沢

町、古城町、壺川１丁目、壺川２丁目、湖東１丁目（１番から１６番までに限る。）、

琴平本町、琴平１丁目、琴平２丁目、呉服町１丁目、呉服町２丁目、呉服町３丁目、米

屋町１丁目、米屋町２丁目、米屋町３丁目、細工町１丁目、細工町２丁目、細工町３丁

目、細工町４丁目、細工町５丁目、桜町、三郎１丁目（８３７番５から８４０番８ま

で、１８５２番１から２１１３番２６まで、２２０９番１１、２２０９番３４、２２０

９番３５、２２０９番３８、２２２５番１、２２２５番５、２２２５番３０から２２３

１番１まで、２２３１番６、２２３１番７、２２３１番１０から２２３１番１２まで、

２２３１番１５から２２３１番１８まで、２２３２番２、２２３２番２１、２２３２番

２６及び２２３２番４０に限る。）、島崎１丁目、下通１丁目、下通２丁目    

 、十禅寺１丁目、十禅寺４丁目、城東町、新大江１丁目、新大江２丁目、新大江３丁

目、新鍛冶屋町、新市街、新町１丁目、新町２丁目、新町３丁目、新町４丁目、新屋敷

１丁目、新屋敷２丁目、新屋敷３丁目、水前寺公園、水前寺１丁目、水前寺２丁目、水

区名 区域 

中央区 安政町、井川淵町、出水１丁目、出水２丁目、出水３丁目、出水４丁目（東区の区域を

除く。）、出水５丁目、出水６丁目、出水７丁目、出水８丁目、板屋町、魚屋町１丁

目、魚屋町２丁目、魚屋町３丁目、内坪井町、江津２丁目（９番１から９番３まで、２

６２番１から２６４番１９まで、２６４番２１から２６７番７まで、５２１番から５３

４番まで及び５３６番から５３９番までに限る。）、大江本町、大江１丁目、大江２丁

目、大江３丁目、大江４丁目、大江５丁目、大江６丁目、岡田町、帯山１丁目、帯山２

丁目、帯山３丁目、帯山４丁目（東区の区域を除く。）、帯山５丁目、帯山６丁目、帯

山７丁目、帯山８丁目、帯山９丁目、鍛冶屋町、上鍛冶屋町、上京塚町、上水前寺１丁

目、上水前寺２丁目、上通町、上林町、辛島町、川端町、河原町、北千反畑町、京町本

丁（西区の区域を除く。）、京町１丁目、京町２丁目、草葉町、九品寺１丁目、九品寺

２丁目、九品寺３丁目、九品寺４丁目、九品寺５丁目、九品寺６丁目、黒髪１丁目、黒

髪２丁目、黒髪３丁目、黒髪４丁目、黒髪５丁目、黒髪６丁目、黒髪７丁目（北区の区

域を除く。）、黒髪８丁目、神水本町（東区の区域を除く。）、神水１丁目、神水２丁

目、慶徳堀町、紺屋阿弥陀寺町、紺屋今町、紺屋町１丁目、紺屋町２丁目、紺屋町３丁

目、子飼本町、国府本町、国府１丁目、国府２丁目、国府３丁目、国府４丁目、小沢

町、古城町、壺川１丁目、壺川２丁目、湖東１丁目（１番から１６番までに限る。）、

琴平本町、琴平１丁目、琴平２丁目、呉服町１丁目、呉服町２丁目、呉服町３丁目、米

屋町１丁目、米屋町２丁目、米屋町３丁目、細工町１丁目、細工町２丁目、細工町３丁

目、細工町４丁目、細工町５丁目、桜町、三郎１丁目（８３７番５から８４０番８ま

で、１８５２番１から２１１３番２６まで、２２０９番１１、２２０９番３４、２２０

９番３５、２２０９番３８、２２２５番１、２２２５番５、２２２５番３０から２２３

１番１まで、２２３１番６、２２３１番７、２２３１番１０から２２３１番１２まで、

２２３１番１５から２２３１番１８まで、２２３２番２、２２３２番２１、２２３２番

２６及び２２３２番４０に限る。）、島崎１丁目、下通１丁目、下通２丁目、十禅寺

町、十禅寺１丁目       、城東町、新大江１丁目、新大江２丁目、新大江３丁

目、新鍛冶屋町、新市街、新町１丁目、新町２丁目、新町３丁目、新町４丁目、新屋敷

１丁目、新屋敷２丁目、新屋敷３丁目、水前寺公園、水前寺１丁目、水前寺２丁目、水
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前寺３丁目、水前寺４丁目、水前寺５丁目、水前寺６丁目、水道町、菅原町、船場町下

１丁目、船場町２丁目、船場町３丁目、段山本町、千葉城町、中央街、坪井１丁目、坪

井２丁目、坪井３丁目、坪井４丁目、坪井５丁目、坪井６丁目、手取本町、通町、渡鹿

１丁目、渡鹿２丁目、渡鹿３丁目、渡鹿４丁目、渡鹿５丁目、渡鹿６丁目、渡鹿７丁

目、中唐人町、西阿弥陀寺町、西子飼町、西唐人町、二の丸、萩原町、白山１丁目、白

山２丁目、白山３丁目、八王寺町（南区の区域を除く。）、花畑町、春竹町大字春竹、

東阿弥陀寺町、東京塚町（２１００番１から２１１３番６までに限る。）、東子飼町、

古桶屋町、古川町、古京町、古大工町、平成１丁目（１番から３１番まで、１０５番２

から１０５番１１まで、１９７番から１９９番まで、２０３番、２０５番、２０６番、

３０４番２及び３０４番３に限る。）、平成２丁目（１番１から３１番まで、７５番２

から７５番４まで、９８番から２３０番２まで、２３５番から２３７番まで、２４４番

から２５４番まで及び２５９番２から２８１番２までに限る。）、平成３丁目、保田窪

１丁目、保田窪２丁目（東区の区域を除く。）、本荘町、本荘１丁目、本荘２丁目、本

荘３丁目、本荘４丁目、本荘５丁目、本荘６丁目、本丸、松原町、南熊本１丁目、南熊

本２丁目、南熊本３丁目、南熊本４丁目、南熊本５丁目、南千反畑町、南坪井町、宮

内、妙体寺町、迎町１丁目、迎町２丁目、室園町（７４９番、７５０番、９２６番１か

ら９２７番２まで、９３３番２から９３８番まで、９３９番２及び９４０番１に限

る。）、本山町、本山１丁目、本山２丁目、本山３丁目、本山４丁目、薬園町、山崎

町、弥生町、横紺屋町、横手１丁目（西区の区域を除く。）、横手２丁目（西区の区域

を除く。）、横手３丁目（７１０番２から７１０番４まで、７１０番８から７１２番３

まで、７１３番２から７１３番６まで、７１３番１１、７４３番１から７４３番７ま

で、７５４番１から７５８番まで、７６０番２、７６０番４、７６０番８、７６２番２

から７６３番２まで、７６７番１から８１９番５まで、８２３番１及び９３３番２から

１０２１番までに限る。）、世安町、世安１丁目、世安２丁目、世安３丁目、万町１丁

目、万町２丁目、練兵町 

東区 〔略〕 

西区 〔略〕 

南区 〔略〕 

北区 〔略〕 
 

前寺３丁目、水前寺４丁目、水前寺５丁目、水前寺６丁目、水道町、菅原町、船場町下

１丁目、船場町２丁目、船場町３丁目、段山本町、千葉城町、中央街、坪井１丁目、坪

井２丁目、坪井３丁目、坪井４丁目、坪井５丁目、坪井６丁目、手取本町、通町、渡鹿

１丁目、渡鹿２丁目、渡鹿３丁目、渡鹿４丁目、渡鹿５丁目、渡鹿６丁目、渡鹿７丁

目、中唐人町、西阿弥陀寺町、西子飼町、西唐人町、二の丸、萩原町、白山１丁目、白

山２丁目、白山３丁目、八王寺町（南区の区域を除く。）、花畑町、春竹町大字春竹、

東阿弥陀寺町、東京塚町（２１００番１から２１１３番６までに限る。）、東子飼町、

古桶屋町、古川町、古京町、古大工町、平成１丁目（１番から３１番まで、１０５番２

から１０５番１１まで、１９７番から１９９番まで、２０３番、２０５番、２０６番、

３０４番２及び３０４番３に限る。）、平成２丁目（１番１から３１番まで、７５番２

から７５番４まで、９８番から２３０番２まで、２３５番から２３７番まで、２４４番

から２５４番まで及び２５９番２から２８１番２までに限る。）、平成３丁目、保田窪

１丁目、保田窪２丁目（東区の区域を除く。）、本荘町、本荘１丁目、本荘２丁目、本

荘３丁目、本荘４丁目、本荘５丁目、本荘６丁目、本丸、松原町、南熊本１丁目、南熊

本２丁目、南熊本３丁目、南熊本４丁目、南熊本５丁目、南千反畑町、南坪井町、宮

内、妙体寺町、迎町１丁目、迎町２丁目、室園町（７４９番、７５０番、９２６番１か

ら９２７番２まで、９３３番２から９３８番まで、９３９番２及び９４０番１に限

る。）、本山町、本山１丁目、本山２丁目、本山３丁目、本山４丁目、薬園町、山崎

町、弥生町、横紺屋町、横手１丁目（西区の区域を除く。）、横手２丁目（西区の区域

を除く。）、横手３丁目（７１０番２から７１０番４まで、７１０番８から７１２番３

まで、７１３番２から７１３番６まで、７１３番１１、７４３番１から７４３番７ま

で、７５４番１から７５８番まで、７６０番２、７６０番４、７６０番８、７６２番２

から７６３番２まで、７６７番１から８１９番５まで、８２３番１及び９３３番２から

１０２１番までに限る。）、世安町                  、万町１丁

目、万町２丁目、練兵町 

東区 〔略〕 

西区 〔略〕 

南区 〔略〕 

北区 〔略〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 住居表示の実施に伴い、市の区域

内の町の区域を新たに画したことに

伴う改正 

備考 この表中の地番は、平成２３年１月１日現在のものである。 備考 この表中の地番は、平成２３年１月１日現在のものである。  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


